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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年7月21日(2016.7.21)

【公表番号】特表2015-527896(P2015-527896A)
【公表日】平成27年9月24日(2015.9.24)
【年通号数】公開・登録公報2015-059
【出願番号】特願2015-518849(P2015-518849)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   1/00     (2006.01)
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   Ａ６１Ｂ   1/24     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    1/00     ３００Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   21/64     　　　Ｚ
   Ａ６１Ｂ    1/24     　　　　
   Ａ６１Ｂ    1/00     ３００Ｔ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月30日(2016.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多少発展した段階で虫歯が存在する歯の領域を検出及び／又は視覚化する３Ｄスキャナ
システムであって、前記領域は、歯から発した蛍光に基づいて検出され、
　歯を照明するためにプローブ光を供給することができる照明ユニットであって、前記プ
ローブ光は、前記歯の蛍光材料を励起することができる第１の波長の光を備える照明ユニ
ットと、
　照明された歯から受光した光の画像を記録するイメージセンサであって、前記イメージ
センサは、前記蛍光材料が前記第１の波長の光によって励起されたときに前記蛍光材料か
ら発した蛍光を検出することができるイメージセンサと、
　　ｉ．前記歯の３Ｄトポグラフィーのデジタル３Ｄ表現を前記歯から反射した前記プロ
ーブ光を備える記録画像に基づいて形成し、
　　ｉｉ．前記歯の蛍光材料から発した蛍光の表現を、発した蛍光を備える記録画像に基
づいて形成し、かつ、
　　ｉｉｉ．組み合わされたデジタル３Ｄ表現を提供するために、発した蛍光の表現を前
記歯のデジタル３Ｄ表現の対応する部分にマッピングするように構成したデータ処理手段
と、
　前記組み合わされたデジタル３Ｄ表現を視覚化する視覚的表示装置と、
　を備える３Ｄスキャナシステム。
【請求項２】
　前記イメージセンサは、前記第１の波長の光を検出することができ、前記歯のデジタル
３Ｄ表現を、前記歯から反射したプローブ光を含む前記画像中の前記第１の波長の光に基
づいて形成する請求項１に記載の３Ｄスキャナシステム。
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【請求項３】
　前記プローブ光は、第２の波長の光を備え、前記イメージセンサは、前記第２の波長の
光を検出することができ、前記歯のデジタル３Ｄ表現を、前記歯から反射したプローブ光
を含む前記画像中の前記第２の波長の光に基づいて形成する請求項１又は２に記載の３Ｄ
スキャナシステム。
【請求項４】
　前記照明ユニットは、いつでも第１の波長のみの光又は第２の波長のみの光を供給する
ように構成される請求項３に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項５】
　前記蛍光の表現は２Ｄ表現であり、前記マッピングは、前記蛍光の２Ｄ表現を前記歯の
デジタル３Ｄ表現に重ね合わせることを備える請求項１から４のうちのいずれか一項に記
載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項６】
　前記蛍光の表現は３Ｄ表現であり、前記マッピングは、前記蛍光の３Ｄ表現を前記歯の
デジタル３Ｄ表現に組み合わせることを備える請求項１から４のうちのいずれか一項に記
載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項７】
　前記照明ユニットの発光スペクトルは、大部分が５００ｎｍより下である請求項１から
６のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項８】
　前記第１の波長は、３７５ｎｍから４３５ｎｍの範囲内であり、例えば、３８５ｎｍか
ら４２５ｎｍの範囲であり、前記第２の波長は、５００ｎｍから８５０ｎｍの範囲内であ
る請求項３から７のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項９】
　前記イメージセンサは、前記第１の波長の光を通過させることができる複数のフィルタ
及び発した蛍光を通過させることができる複数のフィルタを備えるカラーフィルタアレイ
を備え、前記データ処理手段は、前記歯のデジタル３Ｄ表現の形成の少なくとも一部及び
前記蛍光の表現の形成の少なくとも一部を同一の記録画像に基づかせる請求項１から９の
うちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１０】
　前記照明ユニットは、前記第１の波長の光を供給するように構成した第１の光源と、前
記第２の波長の光を供給するように構成した第２の光源と、を備え、前記３Ｄスキャナシ
ステムは、前記照明ユニットが前記第１の波長の光及び前記第２の波長の光を連続的に出
射するように前記第１の光源及び前記第２の光源を駆動することによって前記照明ユニッ
トを制御するように構成した制御装置を備える請求項３から９のうちのいずれか一項に記
載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１１】
　前記３Ｄスキャナシステムは、前記第１の波長及び前記蛍光に対応する波長の反射率よ
り高い前記第２の波長の反射率を有するように構成されたダイクロイックミラーを備え、
前記ダイクロイックミラーは、前記ダイクロイックミラーが第２の光源からの光を前記３
Ｄスキャナシステムの視野に導くとともに前記視野から受光した蛍光が前記イメージセン
サに向かうことができるように配置される請求項１０に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１２】
　前記照明ユニット、前記イメージセンサ、及び、前記データ処理手段の少なくとも一つ
の装置は、前記３Ｄスキャナシステムのハンドヘルド３Ｄスキャナ装置の統合部である請
求項１から１３のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１３】
　前記３Ｄスキャナシステムはフォーカス走査技術を利用する請求項１から１２のうちの
いずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１４】
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　前記領域を、前記組み合わされたデジタル３Ｄ表現の明確な色及び／又は輝度によって
表現する請求項１から１３のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１５】
　発した蛍光の波長は、前記第２の波長と同一である請求項１から１４のうちのいずれか
一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１６】
　前記歯の蛍光材料の励起のためのプローブ光の強度は、前記３Ｄトポグラフィーのため
に画像を記録するときに用いられる前記プローブ光の強度より著しく高い請求項１から１
５のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１７】
　前記データ処理手段は、象牙質の自然蛍光とエナメル質の自然蛍光との差を検出するよ
うに構成されている請求項１から１６のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステ
ム。
【請求項１８】
　前記データ処理手段は、前記領域を識別するように構成されており、前記歯のデジタル
３Ｄ表現にマッピングされた蛍光は、前記領域から記録した蛍光に関連する請求項１から
１７のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項１９】
　前記虫歯は、前記虫歯の損傷に起因する散乱によって生じた歯の自然蛍光の局所的な減
少として検出される請求項１から１８のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステ
ム。
【請求項２０】
　前記虫歯は、細菌から生じる蛍光の局所的な増大として検出される請求項１から１９の
うちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項２１】
　前記照明ユニットは、種々の波長のプローブ光を出射するダイオードのアレイを有する
マルチダイＬＥＤを備える請求項１から２０のうちのいずれか一項に記載の３Ｄスキャナ
システム。
【請求項２２】
　前記照明ユニットは、前記第１の波長に対応する前記マルチダイＬＥＤのダイオードの
サブセットのみを選択的に駆動することができ、同時に、前記イメージセンサは、発した
蛍光の色に少なくとも近似的に整合するカラーフィルタを有する前記イメージセンサのこ
れらの画素のみの読出し又は当該画素の優先的な読出しを行う請求項２１に記載の３Ｄス
キャナシステム。
【請求項２３】
　患者の口腔の歯の虫歯を検出する３Ｄスキャナシステムであって、
　第１の波長の光を供給するように構成した照明ユニットであって、前記第１の波長の光
は、前記歯の蛍光材料を励起することができる照明ユニットと、
　前記蛍光材料が前記第１の波長の光によって励起されたときに前記蛍光材料から発した
蛍光を記録するように構成したイメージセンサと、
　　ｉ．患者の歯のセットのデジタル３Ｄ表現を形成し、
　　ｉｉ．多少発展した段階で虫歯が存在する歯の領域を識別するために、記録された蛍
光を分析し、
　　ｉｉｉ．識別した領域の表現を形成し、かつ、
　　ｉｖ．組み合わされたデジタル３Ｄ表現を提供するために、前記識別した領域の表現
を前記歯のデジタル３Ｄ表現の対応する部分にマッピングする又は重ね合わせるデータ処
理手段と、
　前記組み合わされたデジタル３Ｄ表現を視覚化することができる視覚的表示装置と、
　を備える３Ｄスキャナシステム。
【請求項２４】
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　前記記録された蛍光の分析は、虫歯の損傷に起因する散乱によって生じた歯の自然蛍光
の局所的な減少を検出することを備える請求項２３に記載の３Ｄスキャナシステム。
【請求項２５】
　前記データ処理手段は、前記記録された蛍光から情報を抽出するとともに抽出した情報
を口腔内３Ｄ表面トポグラフィーのデジタル３Ｄ表現と組み合わせるように構成されてい
る請求項２３に記載の３Ｄスキャナシステム。
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